
ジェネリック医薬品相談カード配布事業（案）について

１ 経 過

後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、国が使用促進を図っており、

その一環として、各医療保険者において、「ジェネリック医薬品お願い

カード」を配布し、さらなる使用促進を図るよう通知されている。

市町村国保や協会けんぽ等が「ジェネリック医薬品希望（お願い）

カード」を配布している中で、当広域連合では、各方面との協議の上、

被保険者への配布を見送っていたが、未実施の広域連合は６県のみと

なっている。

２ 目 的

保険者機能強化事業の一環として、厚生労働省の推奨事業の「ジェ

ネリック医薬品お願いカード」の配布事業として実施するもの。

被保険者と医師、薬剤師との対話を重視する観点から、「お願いカー

ド」ではなく、「相談カード」を配布するものとする。

３ 対象者

全被保険者

４ 実施時期

平成２３年７月３１日をもって有効期限が終了する被保険者証の更

新時に一斉に配布する。また、8 月以降の新規加入者等には被保険者

証交付時に同封する。

５ 検 証

配布後２か月以降数ヶ月の調剤報酬の状況を評価する。

６ その他

システムの改修により、ジェネリック医薬品を使用した場合の差額

を通知することも可能となることから、併せて事業を実施することも

検討する。
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健康づくり訪問指導事業（案）について

１ 事業の位置づけ

高齢者の医療の確保に関する法律第１２５条第１項の規定に基づき、

健康教育及び健康相談により被保険者の健康の保持増進を図ることと、

秋田県後期高齢者医療広域連合広域計画で定める、平成２３年度まで

の医療費適正化事業として実施する。

２ 目 的

広域連合の保健師と職員が直接被保険者を訪問し、本人及びその家

族に対して必要な保健指導を行い、健康の保持増進と疾病の早期回復

の支援、適正な受診の啓発を図ることにより、医療費の適正化、制度

の安定的な運営を確保することを目的とする。

３ 対象者の選定方法

全被保険者のレセプト情報のうち、平成２２年１２月診療分から平

成２３年２月診療分の中から重複・多受診に該当すると思われるリス

トを抽出する。レセプトの内容を、抽出者の所在する市町村と協議、

検討の上、最終的に対象者を選定する。

※抽出条件：１か月当たりレセプト５枚以上、１５日以上診察日の

ある被保険者

４ 指導内容

①適切な服薬・受診指導

②食生活・栄養指導

③生活習慣病予防と改善指導

④後期高齢者医療制度のサービス等についての説明

⑤県及び市町村実施の保健、福祉、医療サービスの情報提供

５ 実施時期等

平成２３年７月から１１月まで ２回程度訪問

（初回訪問後に、電話等によるフォロー、ケアを実施）

６ 対象者数

５０名程度（県内全域）

７ 検 証

訪問指導後３か月程度の受診状況分析し、改善率の効果測定を行う。 



○対象者の抽出例

A 町 B さん（男 S7 生）

同じ疾病（神経症）で３カ所の医療機関を受診

A 医療機関 ７６４点

B 医療機関 ４００点

C 医療機関 ２，０４６点

D 調剤薬局 ６８２点

診療報酬点数計

３，８９２点

C 市 D さん（男 T8 生）  
異なる医療機関において、同効能の薬を処方され服用（高血圧）

A 調剤薬局 処方量２８（１日１回服用） １，１６９点

B 調剤薬局 処方量３０（同上） ５８７点

E 市 F さん（女 S５生）  
同じ疾病（神経系）で５カ所の医療機関を受診。同効能、同薬

をそれぞれで処方されている。

A 医療機関 ３６３点

B 医療機関 ２，４７８点 ６日分調剤（院内）

C 医療機関 １，０８８点

D 医療機関 ８７９点

E 医療機関 １，５１９点

F 調剤薬局 ３９７点 １４日分調剤

G 調剤薬局 ８７１点 ２８日分調剤

H 調剤薬局 １，２３８点 ３０日分調剤

I 調剤薬局 ５８３点 １４日分調剤

診療報酬

点数計

９，４１６点

・サンプル数－１５０（平成２２年２月診療分から）


